
 平成２３年度重点事業について    
社団法人岡山県畜産協会 

 

１ 推進方針 

最近の畜産は、担い手の高齢化や減少、口蹄疫や高

病原性鳥インフルエンザ等感染症の発生、配合飼料価

格の高騰など多くの課題があります。 

一方で消費者の食に対する安全・安心への意識の高

まりや地産地消運動などにより県産 畜産物への需要

は高まっています。 

こうした状況をふまえ、畜産協会では下記の課題を

重点的に推進します。 

①生産性の高い畜産経営体を育成するための経営診

断や指導推進 

②自給粗飼料の増産 

③肉用繁殖雌牛の改良・増頭対策 

④肉用子牛、肥育牛、肉豚生産者に対する価格又は所

得補償対策 

⑤死亡牛の円滑なＢＳＥ検査処理体制の補完業務 

⑥家畜伝染性疾病自衛防疫の推進 

⑦生乳検査並びに乳質改善指導  

 

２ 主要事業 

①畜産経営技術高度化促進事業(県委託) 

ア、支援指導体制の構築 

「岡山県酪農及び肉用牛生産近代化計画」の達成実

現に向けて、酪農経営支援活動や和牛子牛資質向上対

策の推進役として、関係機関と連携して、指導・研修   

等を行います。 

イ、個別の経営分析と指導 

自治体や農協等からの依頼で、公共牧場や農家の経

営診断を行い、改善点や方向を示して指導します。  

ウ、畜産経営関係情報の提供 

ホームページ「おかやま畜産ひろば」では、新しい

情報を随時更新して、公表します。 

②国産粗飼料増産対策事業(国公募) 

ハイグレード稲発酵粗飼料コーディネーターの指

導のもとで、高品質・高収量な稲ＷＣＳを生産・利用

する取り組みに対して、生産面積に応じて助成(10千

円／10a)します。 

③肉用牛経営安定対策補完事業(機構公募) 

 中核的担い手による増頭や肉用牛ヘルパー活動推

進に取り組む肉用牛集団等に対して補助します。 

④優良繁殖雌牛更新促進事業(国公募) 

遺伝的資質に優れた雌牛の導入により、繁殖母牛を

更新し、生産基盤の整備と経営体質の強化への取り組

みを支援します。 (20万円／頭を限度に1／3の補助) 

⑤肉用牛肥育経営安定特別対策事業(機構・県補助) 

  肉用牛肥育経営の安定化と肉用牛生産基盤の拡大

に資するため、あらかじめ個体登録され、出荷された

肥育牛に対し、その四半期の粗収益が生産費を下回っ

た場合、差額の8割を造成した基金を取り崩し、補填

金として交付します。 

⑥肉用子牛生産者補給金制度(機構、県補助) 

肉用子牛生産の安定を図るため、子牛の価格が低落

して、保証基準価格を下回った場合、生産者に対して

生産者補給金を交付します。 

平成２３年度指定肉用子牛の保証基準価格及

び合理化目標価格 

（単位：円／頭） 

  保証基準価格 合理化目標価格 

黒毛和種 310,000 268,000 

交雑種 180,000 138,000 

乳用種 116,000 83,000 

その他 204,000 142,000 

補填率：保証基準価格と合理化目標価格の間は

１０割、合理化目標価格より下は８割 

⑦肉用牛繁殖経営支援事業(機構補助) 

肉用牛経営の安定に資するため、全国の肉用子牛の

四半期毎の平均売買価格が発動基準価格を下回った

場合、当該期間に販売又は自家保留された肉用子牛を

対象として、差額の ３／４を交付します。 

 

 

（１頭あたり） 

品種 黒毛和種 その他肉専用種 

発動基準 ３８万円 ２５万円 
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但し、肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格ま

でを補う制度であり、補給金制度契約の肉用子牛に限

られます。 

⑧養豚経営安定対策事業(機構、県補助) 

肉豚経営の安定化を図るため、全国の枝肉平均価格

が保証基準価格を下回った場合、肉 豚生産者にして、

差額の８割を補てん金として交付します。 

保証基準価格＝460円／枝肉kg当たり 

積立金の負担＝国：生産者が１：１ 

⑨死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業(国公募)  

死亡牛の円滑かつ適正な処理及び BSE 検 査体制を

維持するため、関係機関で協議会を開催するとともに

農家が負担する輸送費、処理費への補助金を交付しま

す。 

⑩特定疾病自衛防疫指導事業(県、協会) 

家畜の伝染性疾病の発生・流行を防止するため、各

種予防注射を計画的に実施します。 

主なワクチン接種計画 

牛異常産３種混     9,000頭 

牛ＩＢＲ５種       7,500頭 

牛嫌気性３種混    6,500頭 

馬インフルエンザ     140頭 

豚丹毒            26,010頭 

鳥ＮＤ          19,426千羽 

⑪自衛防疫強化対策支援事業(協会) 

県内及び隣接県における家畜伝染性疾病の発生状

況や、ウイルス等感染源の分布、浸潤情報に応じた研

修会など防疫活動を行うほか、発生の危険性が疫学的

にも極めて高く、 甚大な被害が想定される疾病の発

生を防ぐためのワクチン接種を支援します。 

⑫家畜生産農場清浄化支援対策事業(国公募) 

  ヨーネ病の早期清浄化に向けた研修会や自主淘汰

奨励金交付を行います。また、家畜の伝染性疾病の発

生、流行防止を推進するため、異常産、牛伝染性鼻気

管炎等のワクチン接種を推進します。 

⑬生乳格付検査事業(協会) 

県内で生産される生乳成分格付検査を月３回行い、

生乳の公正で円滑な取引と品質向上に努めます。 

⑭生乳受託検査事業(協会) 

  生乳受託検査事業として農家分配検査・牛群検定な

どを行い、飼育管理や乳質の向上に寄与します。 

⑮生乳品質向上対策事業(協会) 

  畜産協会が行っている生乳検査結果を基に、改善を

要する地域や農家を特定し、土壌、飼料の分析、搾乳

管理の改善など生乳の品質向上への取り組みを支援

します。 


